
１
、
は
じ
め
に

国
際
部
委
員
の
み
総
勢
１５
名
で
、
昨
年
１２
月
１０
日

か
ら
１５
日
に
か
け
て
ベ
ト
ナ
ム
・
ハ
ノ
イ
を
訪
問
し

た
。ベ

ト
ナ
ム
に
お
い
て
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
へ
の
加
盟
が

近
々
に
予
定
さ
れ
、
投
資
環
境
が
一
段
と
改
善
さ
れ

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
今
後
、
日
本
企
業
か
ら
の

投
資
注
目
国
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、

２
０
０
６
年
に
税
務
専
門
家
制
度
を
法
制
化
し
導
入

す
る
予
定
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
現
状
の
税
制
及
税
務
行
政
が
ど
の
よ
う

に
あ
る
か
、
ま
た
、
税
務
専
門
家
制
度
導
入
に
向
け

た
最
近
の
動
向
及
び
最
近
の
投
資
環
境
の
実
態
等
に

つ
い
て
、
調
査
研
究
す
る
た
め
に
今
回
の
視
察
を
実

施
し
た
。

視
察
訪
問
先
概
要

◇
１２
月
１２
日
（
月
）

午

前‥

ジ
ェ
ト
ロ
・
ハ
ノ
イ
・
セ
ン
タ
ー

テ
ー
マ‥

①
最
近
の
ベ
ト
ナ
ム
経
済
の
現
状
と
日

本
企
業
の
投
資
動
向

②
投
資
先
と
し
て
再
び
注
目
さ
れ
る
ベ
ト

ナ
ム

説
明
者‥

①
に
つ
い
て

馬
場

雄
一
氏

〔
ジ
ェ
ト
ロ
・
ハ
ノ
イ
セ
ン
タ
ー
所
員
〕

②
に
つ
い
て

市
川
匡
四
郎
氏

〔
海
外
投
資
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
〕

午

後‥

①
Ｓ
Ｃ
Ｓ
国
際
会
計
事
務
所
ベ
ト
ナ
ム

事
務
所

第
一
班

１０
名

②
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
監
査
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

会
社

第
二
班

５
名

テ
ー
マ‥

税
務
会
計
事
務
所
の
業
務
内
容
と
経
営

環
境

説
明
者‥

①

大
形

薫
氏

〔
会
計
税
務
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
〕

②

ホ
ワ
ン
・
コ
イ
氏
（
副
代
表
）

フ
ァ
ン
・
チ
ィ
・
ト
ゥ
ン
氏（
取
締
役
）

◇
１２
月
１３
日
（
火
）

午

前

ハ
ノ
イ
国
税
局

テ
ー
マ‥

税
務
行
政
の
現
況

説
明
者‥

ト
ラ
ン
・
テ
イ
・
マ
イ
・
ホ
ウ
ン
氏
（
副

局
長
）

他
担
当
者
６
名

午

後‥

Ｉ
Ｃ
Ａ
（
ベ
ト
ナ
ム
資
本
個
人
監
査
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
）
の
セ
ミ
ナ
ー

テ
ー
マ‥

ベ
ト
ナ
ム
現
地
会
計
監
査
会
社
の
経
営

環
境

説
明
者‥

パ
ム
・
コ
ッ
ク
・
フ
ン
氏
（
副
社
長
）

◇
１２
月
１４
日
（
水
）

午

前‥

ベ
ト
ナ
ム
財
政
省
租
税
総
局

テ
ー
マ‥

税
務
専
門
家
制
度
導
入
に
向
け
た
税
制

の
動
向

説
明
者‥

フ
ァ
ム
・
デ
ュ
ィ
・
ク
ワ
ン
副
総
局
長

他
５
名

午

後‥

ベ
ト
ナ
ム
商
工
会
議
所

テ
ー
マ‥

商
工
会
議
所
の
概
要
と
具
体
的
活
動
に

つ
い
て

説
明
者‥

ヴ
・
テ
ィ
エ
ン
・
ロ
ク
氏
（
会
頭
）

ト
ラ
ン
・
ホ
ゥ
・
ラ
ン
氏
（
経
理
部
長
）

本
稿
は
、
視
察
研
修
の
内
容
の
概
要
を
報
告
す
る

も
の
で
あ
り
、
報
告
書
は
本
年
３
月
下
旬
を
目
途
と

し
て
作
成
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
ご
覧
い
た
だ
き

た
い
。

２
、
ベ
ト
ナ
ム
経
済
の
現
状

ベ
ト
ナ
ム
の
人
口
は
、
８
２
０
０
万
人
（
都
市
部

２
１
０
０
万
人

地
方
部

６
１
０
０
万
人
）

で
、
ハ
ノ
イ
３
１
０
万
人
ホ
ー
チ
ミ
ン
５
７
０
万
人

と
い
う
状
況
で
、
こ
の
２
都
市
へ
の
人
口
の
集
中
化

傾
向
に
あ
る
。
人
口
の
７０
％
が
、
３５
歳
未
満
と
い
う

若
年
層
中
心
の
国
で
あ
る
。
政
治
体
制
は
、
共
産
党

の
一
党
政
権
で
あ
り
、
民
族
は
９０
％
が
キ
ン
族
、
宗

教
は
８０
％
が
仏
教
を
信
仰
す
る
と
い
う
、
政
治
社
会

の
安
定
し
た
国
で
あ
る
。

経
済
成
長
率
は
、
９５
年
〜
０４
年
の
１０
年
間
平
均
７

・
３
％
と
い
う
成
長
率
を
継
続
し
、
第
７
次
５
ヵ
年

計
画
（
２
０
０
１
年
〜
０５
年
）
の
目
標
成
長
率
７
・

５
％
を
ほ
ぼ
達
成
し
て
い
る
。
国
民
１
人
当
た
り
の

Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
０３
年
で
ベ
ト
ナ
ム
全
体
４
８
１
ド
ル

（
ハ
ノ
イ
１
０
６
０
㌦

ホ
ー
チ
ミ
ン
１
６
８
２

㌦
）
で
あ
り
、
低
廉
豊
富
な
労
働
力
が
存
在
す
る
。

対
ベ
ト
ナ
ム
投
資
の
優
位
性
と
し
て
、
技
術
習
得

力
の
高
い
、
勤
勉
低
廉
な
労
働
力
の
存
在
が
認
め
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
集
約
型
輸
出
加
工
の
分

野
で
そ
の
強
み
が
発
揮
さ
れ
る
。
ま
た
投
資
に
あ
た

っ
て
の
問
題
点
と
し
て
、
人
材
（
中
間
管
理
職
）
の

不
足
、
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
状
況
の
不
十
分
、
行
政
手

続
の
煩
雑
さ
等
が
あ
り
、
今
後
改
善
が
望
ま
れ
る
。

３
、
ベ
ト
ナ
ム
税
制
と
税
務
行
政

ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
税
制
政
策
立
案
・
税
務
行
政

を
担
当
す
る
統
括
機
関
と
し
て
財
政
省
の
中
に
租
税

総
局
（G

en
era
l
D
ep
a
rtm
en
t
o
f

T
a
x
a
tio
n

）
が
あ
る
。

租
税
総
局
は
、
税
務
行
政
全
般
を
担
当
し
て
お

り
、
国
内
の
税
の
統
一
的
な
管
理
を
行
う
。
実
際
の

執
務
は
下
部
組
織
の
省
、
都
市
の
国
税
局
及
び
区
、

郡
の
税
務
署
を
通
し
て
申
告
受
付
と
徴
税
を
行
う
。

税
の
種
類

居
住
者

・
法
人
税

・
個
人
所
得
税
（
高
額
所
得
者
向
け
個
人
所
得
税
）

・
付
加
価
値
税
（V

a
lu
e
A
d
d
ed
T
a
x

）

・
特
別
消
費
税

・
輸
出
入
関
税

・
土
地
税

・
土
地
家
屋
等
登
録
税

・
環
境
税

・
貨
物
税

・
天
然
資
源
税

・
ラ
イ
セ
ン
ス
税

非
居
住
者

・
外
国
契
約
者
税
（
法
人
税
相
当
分
）

・
利
益
送
金
税

・
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
税

・
資
本
譲
渡
税

・
個
人
所
得
税
（
一
律
２５
％
）

ベ
ト
ナ
ム
の
課
税
制
度
は
申
告
納
税
で
は
な
く
、

申
告
賦
課
課
税
制
度
で
あ
る
。
法
人
税
、
付
加
価
値

税
、
高
額
所
得
者
所
得
税
、
特
別
消
費
税
、
外
国
契

約
者
税
に
つ
い
て
は
毎
年
申
告
納
付
す
る
が
、
そ
れ

は
確
定
で
は
な
く
、
３
年
に
一
度
必
ず
実
施
さ
れ
る

税
務
調
査
に
よ
っ
て
確
定
す
る
。

ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
会
計
基
準
に
従
っ
て
会
計
帳
簿

を
作
成
す
る
企
業
は
、
監
査
法
人
の
対
象
企
業
や
有

能
な
経
理
担
当
者
を
有
し
て
い
る
大
企
業
の
み
で
あ

る
。
大
多
数
の
中
小
企
業
は
、
不
正
確
な
記
帳
を
行

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
現
在
の
申
告

賦
課
制
か
ら
自
主
申
告
納
付
制
へ
の
ス
ム
ー
ズ
な
移

行
を
す
る
た
め
に
、
２
省
５
０
１
社
で
試
験
的
に
自

主
申
告
制
を
実
施
し
て
い
る
。

４
、
ベ
ト
ナ
ム
の
税
務
専
門
家
制

度
導
入
の
動
き

ベ
ト
ナ
ム
は
、１
９
８
６
年
の
ド
イ
モ
イ（
刷
新
）

政
策
の
採
択
に
よ
り
市
場
経
済
制
度
を
導
入
し
て
２０

年
が
経
つ
。
今
日
、
そ
の
発
展
段
階
に
合
わ
せ
た
社

会
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
要
求
さ
れ
、
そ
の
一
つ
と
し

て
税
務
政
策
シ
ス
テ
ム
の
構
築
も
求
め
ら
れ
て
い

る
。ベ

ト
ナ
ム
租
税
総
局
は
、
２
０
０
１
年
〜
１０
年
ま

で
の
税
務
改
革
に
関
す
る
方
針
の
中
で
、
税
務
相

談
、
税
務
サ
ー
ビ
ス
の
構
成
と
実
行
に
関
す
る
総
括

方
針
と
し
て
、
そ
の
た
め
の
法
整
備
を
掲
げ
て
い

る
。現

在
、
税
務
専
門
家
制
度
に
つ
い
て
、
政
令

（D
ecree

）
草
案
＊
１
を
作
成
し
、
２
０
０
６
年

施
行
を
目
指
し
て
い
る
。

内
容
は
、
税
務
相
談
業
務
、
税
務
サ
ー
ビ
ス
業
務

に
つ
い
て
規
定
し
、
個
人
に
資
格
を
付
与
し
、
法
人

組
織
で
登
録
し
事
業
活
動
を
展
開
す
る
構
成
と
な
っ

て
い
る
。

５
、
お
わ
り
に

本
稿
は
、
資
料
を
部
分
的
に
整
理
し
た
と
こ
ろ
で

執
筆
し
て
い
る
関
係
上
、
不
正
確
な
点
は
御
了
承
下

さ
い
。

最
後
に
、
本
視
察
研
修
に
あ
た
っ
て
は
、
ハ
ー
・

キ
ム
・
ゴ
ッ
ク
ベ
ト
ナ
ム
大
使
館
参
事
官
、
児
島
あ

き
ベ
ト
ナ
ム
商
工
会
議
所
日
本
代
表
事
務
所
事
務
局

長
に
大
変
な
ご
尽
力
を
い
た
だ
き
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。ま

た
、
ハ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
段
取
り
良
く
本
視
察
研
修
が
終
了
し
た
こ
と

は
、
団
員
各
位
の
協
力
の
賜
物
と
痛
感
し
て
お
り
ま

す
。
改
め
て
感
謝
を
表
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。

＊
１

ベ
ト
ナ
ム
税
制
等
視
察
研
修
報
告

国
際
部
長
視
察
団
団
長

浅
井

和
夫

ジェトロ・ハノイ・センターにて

ACPAにて

ハノイ国税局にて

政
令
草
案【
０５
年
１２
月
１４
日
現
在
・
一
部
抜
粋
】

第
１
章

総
則

第
１
条
、
適
用
範
囲

１
、
本
政
令
は
税
務
相
談
を
提
供
す
る
法
人
お

よ
び
税
務
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
法
人
の
登

録
の
条
件
と
事
業
の
条
件
を
規
定
し
、
税
務

相
談
員
と
税
務
サ
ー
ビ
ス
職
員
の
条
件
と
業

務
を
規
定
す
る
。

２
、
税
務
相
談
を
提
供
す
る
法
人
お
よ
び
税
務

相
談
員
は
、
本
政
令
の
定
め
の
ほ
か
に
、

２
０
０
２
年
１１
月
５
日
付
政
府
政
令
８７
／

２
０
０
２
／
Ｎ
Ｄ－

Ｃ
Ｐ
号
に
よ
る
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
関
す
る
そ
の

他
の
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
、
ベ
ト
ナ
ム
が
締
結
、
ま
た
は
加
盟
し
て
い

る
国
際
条
約
が
本
政
令
と
違
っ
た
規
定
を
す

る
場
合
、
国
際
条
約
の
規
定
を
適
用
す
る
こ

と
に
な
る
。

第
２
条
、
適
用
対
象

本
政
令
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
税
務
相

談
、
税
務
サ
ー
ビ
ス
を
経
営
し
て
い
る
す
べ

て
の
経
済
セ
ク
タ
ー
の
税
務
相
談
法
人
お
よ

び
税
務
サ
ー
ビ
ス
提
供
法
人
に
適
用
す
る
。

第
３
条
、
税
務
相
談

税
務
相
談
と
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
の
契
約

書
の
締
結
に
よ
り
税
務
相
談
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
こ
と
で
あ
り
、
税
務
に
関
す
る
情
報

収
集
・
処
理
を
中
立
的
か
つ
客
観
的
に
行

い
、
専
門
知
識
に
基
づ
い
て
税
務
に
関
す
る

コ
メ
ン
ト
・
勧
告
を
提
案
し
、
税
務
義
務
確

定
に
関
す
る
内
容
を
実
行
す
る
た
め
に
問
題

発
見
、
解
決
法
提
案
、
計
画
立
案
を
行
う
こ

と
で
あ
る
。

ベトナム財政省租税総局前にて
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